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有価証券等に係るリスク 

 

  投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは次のとおりです。 

 

① 株式 

株価変動リスク 

株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状

況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全

額を失うことがあります。 

株式発行者の信用リスク 

市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変

化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります（流動性リスク）。この結果、

投資元本を割り込むことがあります。 

 

②信用取引等 

信用取引は、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行う事がありますの

で、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損が生じる）ことがあり

ます。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変

化及びそれたに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格

が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがありま

す。 

 

③システムリスク 

通信機器等にて取引を行う場合、ソフトウェア等の故障・誤作動・通信回線の障害等が発生した

場合、取引ができないリスクがあります。 

 

以上 

 


